
令和４年２月 17日 

公益社団・財団法人 代表者殿 

内閣府大臣官房公益法人行政担当室長 

 基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、 

施設の使用制限等に係る留意事項等について 

平素より公益活動の推進に御尽力されていることに敬意を表します。 

標記について、別紙のとおり内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進

室長から各都道府県知事等に対して事務連絡が発出されておりますところ、貴

法人におかれては、本事務連絡も御確認の上、都道府県等から新型コロナウイ

ルス感染症防止対策に係る要請等がなされた場合は、必要な協力等を行ってい

ただきますようお願い申し上げます。 

以上 
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